
          

地方公共団体における 

居住支援の体制構築応援 BOOK 
〜令和元年度 関東地方整備局・関東信越厚生局の連携支援を通して〜 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  居住支援とその体制構築  

〇誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるには、それぞれの人の事情に応じた「適切な住まい」

と「必要な生活支援」が欠かせません。  

〇居住支援とは、地域に存在するさまざまな資源を繋ぎ合わせ、「適切な住まい」と「必要な生活支

援」について、それぞれの人の生活に寄り添った対応を行うことであると考えます。 

○高齢社会の進展等の要因によって、ますますニーズが高まる居住支援に対して、まずは地方公共団体

における住宅部局と福祉部局等が中心となった体制構築を進めていくことが求められています。 
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●地域における居住支援の取組にあたっては、地方公共団体における居住支援の体制構築が必要です。住宅や

福祉などの職域にかかわらず、地域における人々の暮らしや住環境等の現状と課題、課題解決のための方策

を「共に」考えていく体制の構築が求められています。 

●このため、地方公共団体の住宅部局や福祉部局の職員のうち、特に次のような方に本書をご活用いただきた

いと考えています。 

(参考)関東地方整備局におけるこれまでの取り組み 

関東地方整備局では、各地域における居住支援の実施・充

実化を推進するために、平成 29（2017）年度より地方

公共団体の福祉・住宅の連携強化、居住支援推進のための

支援活動をスタートしました。また、平成 30（2018）

年度には地域で積極的に居住支援に取組む事例を調査・分

析し、地域における居住環境整備の取組状況の把握を行な

いました。本書とあわせてご参考ください。 

P3 からの「基本的事項の整理」に目を通してみましょう。 

P8・P9 を参考に、住宅確保要配慮者の将来推計を行いつつ、

活用可能な住宅ストック状況と比較してみましょう。 

を見てみましょう 
P12・13 で住宅・福祉部局の協働の意義を理解したうえで 

P14・15 を参考に関係者の勉強会を企画してみましょう。 

P15・18・19 を参考に、行政外部の資源を積極的に活用す

ることも検討してみましょう。 

本書の各ページにある自治体の取組事例を 

参考にしてみましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

本書の活用方法 

〜 居住支援体制の構築に向けて 〜 

Ⅰ.居住支援に係る基本的事項の「整理」 ・・・ 
〜住宅部局、福祉部局、その他関係者で居住支援に係る基本的事項を確認する 

Ⅱ.居住支援を巡る住宅・福祉の取り組みの「理解」 ・・・ 
〜住宅と福祉の現施策における居住支援を巡る取り組みを再認識する 

Ⅲ.居住支援の現場における住宅・福祉部局等の「協働」 ・・・ 
〜居住支援の現場において住宅部局と福祉部局等が協働して体制構築を進める 

Ⅳ.居住支援の課題共有による住宅・福祉部局等の「連携」 ・・・ 
〜居住支援に係る課題等について勉強会等で情報共有して体制構築を進める 

Ⅴ.居住支援体制構築に向けた「取組」 ・・・ 
〜居住支援関係者へと輪を広げた居住支援体制の構築をめざす 

（裏表紙）住宅と福祉に関する法制度の変遷 ・・・ 
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H29年度 H30年度 

居住支援とは何をすることなのか 

一通り理解したい 

わが町の居住支援ニーズを分析したい 

住宅・福祉部局の連携を始めるにあたって 

まず何をすればよいか知りたい 

民間の大家さんや支援団体と連携し、地域の 

住宅セーフティネットのすそ野を拡大したい 

居住支援に取り組んでいる他の自治体の 

きっかけや取組を参考にしたい 



          

Ⅰ.居住支援に係る基本的事項の「整理」  

 

 

 

 

○「居住支援」は、平成 18（2006）年に制定された住生活基本法に位置づけられた、住宅セーフティネット

による居住の安定確保に基づきます。これを受け、翌年には「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関 

 する法律」（以下「住宅 SN 法」という）が制定

され「居住支援」への取り組みが始まりました。 

○ここでいう「住宅確保要配慮者」は、右表の

通りです。（国土交通省HPより） 

○「居住支援」の目標は、「誰もが住み慣れた

地域で安心して暮らし続ける」ことです。こ

のため、「住宅に困っている人（住宅確保要

配慮者）に対して適切な住まいを提供する「入

居支援」と、入居後に必要な「生活支援」を

ワンセットの概念として、「居住支援」を理

解する必要があると考えます。 

 

 

 

 

○住宅セーフティネット制度で定義される

「住宅確保要配慮者」は、福祉ではそれぞ

れの法制度に基づき、右表通り、分野ごと

に対象者が異なります。 

・高齢者（介護保険法） 

・生活保護者（生活保護法） 

・生活困窮者（生活困窮者自立支援法） 

・身体障害者（身体障害者福祉法） 

・知的・精神障害者（知的障害者福祉法） 

・母子家庭、父子家庭、寡婦 

（母子及び父子並びに寡婦福祉法） 

・児童 ※障害者を含む（児童福祉法） 

・その他（低額所得者､被災者､刑務所出所者等） 

○住宅部局、福祉部局、その他関係者におい

て、理解の異なる居住支援の対象とされる

「ひと」の違いを基本的事項として確認し

ておく必要があります。 
  低額所得者： 政令月収158(千円)以下（公営住宅法による） 

生活困窮者： 現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持す
ることができなくなるおそれのある者 

生活保護者： 生活保護を受けている者（資産や能力等すべて
を活用してもなお生活に困窮するもの） 

１.居住支援の概念と住宅確保要配慮者 

居住支援とは、適切な住まいを提供する「入居支援」と、入居後に必要な「生活支援」がワン

セットとなった概念です。 

２.対象とされる「ひと」の違い ( 住宅部局と福祉部局の異なる認識① ) 

住宅セーフティネット制度で定義される住宅確保要配慮者は、福祉ではそれぞれ分野ごとに対

象者が異なることを理解する必要があります。 

 住宅確保要配慮者とは  

（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する法律 第二条） 

①低額所得者（公営住宅法による政令月収 15.8万円以下の世帯） 

②被災者(発災後３年以内) 

③高齢者 

④障害者 

⑤子育て世帯（18歳未満の子どもがいる世帯） 

⑥住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者 

・外国人等 
（条約や他法令に、居住の確保に関する規定のある者を想定しており、外国人のほか、中

国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、ＤＶ被害者、拉致被害

者、犯罪被害者、矯正施設退所者、生活困窮者など） 

・東日本大震災等の大規模災害の被害者 
（発災後３年以上経過） 

・都道府県や市区町村が賃貸住宅供給促進計画において定める者 
※地域の実情等に応じて、海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被害者、戦傷病者、児

童養護施設退所者、ＬＧＢＴ、ＵＩＪターンによる転入者、これらの者に対して必要な

生活支援等を行う者などが考えられる。 
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○福祉では、高齢者、障害者、生活困窮者等、それぞれの法制度の下で生活支援の内容が異なります。 

○例えば、高齢者の「生活支援」では、介護保険制度によって全国一律に定められた支援だけでなく、市町村

等のバックアップの下に地域の実情に対応した多様な支援が重要となります。このため、さまざまな地域に

おける居住環境整備の取組みが参考になると考えます。（詳しくは平成 30年度における関東地方整備局の

取り組み等をご参照ください。） 

（高齢者における「生活支援」の例） 

・一般的な高齢者等に対する「生活支援」には、食事や排泄、入浴等の介助などの「身体介護」と、掃除や洗濯、

食事の準備や調理などの「生活援助」があります。 

・介護保険に示される生活支援の例は、以下の通りです。 

身体介護：排泄・食事・保清・更衣・体位・移動・起床・就寝・服薬・整容等 

生活援助：掃除・洗濯・調理・買物・ベッドメイク・整理等 

・高齢化の進行によって、ニーズが高まる

高齢者等の生活支援では、介護保険制

度において定められるサービス基準や

単価が全国一律でした。しかし介護保

険法の一部改正によって、「介護予防・

日常生活支援総合事業」が創設され、

「市町村が中心となって、地域の実情

に応じて、住民等の多様な主体が参画

し、多様なサービスを充実することで、

地域で支え合う体制づくりを推進し、

要支援者等に対する効果的かつ効率的

な支援等を可能とすることを目指す」

こととなりました。 

・このため、特別な資格を必要としない声

かけ、見守り、ゴミ出しや住宅改修等、

さまざまな生活支援が、市町村の支援

の下で、ボランティアやNPO 団体、民

間企業、協同組合、地域住民等によって

行われ、サービスの重層的な提供が行

なわれています。 

・このような取り組みによって地域の活

力向上へ繋がっていくことが期待され

ます。 
  

多様な主体による生活支援・介護予防サービスの重層的な提供 

３.多様な「生活支援」の取り組み 

福祉における「生活支援」への取り組みは、各分野の法制度に基づいています。これらの取

り組みは地域の実情に合わせ多様化しています。 

介護予防・日常生活支援総合事業の基本的な考え方（厚生労働省老健局振興課 HP より 
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〜住宅部局、福祉部局、その他関係者で居住支援に係る基本的事項を確認する〜  

 

 

 

 

○福祉の各分野では1970年〜90年代ま

でに「地域における福祉基盤整備」とし

てさまざまな「施設」が設けられてきま

したが、これらは「住宅」とは別のもの

として考えられてきました。 

○平成 23（2011）年、高齢者住まい法の

改正によって「サービス付き高齢者住宅」

の供給が始まりました。これは「住宅」

ではありますが、生活支援サービスがつ

いており、「住宅」と「施設」の中間に

位置づけられます。 

○住宅部局、福祉部局、その他関係者にお

いては、居住支援の対象とされる「ひと」

の違いと同様に、「住宅」と「施設」の

理解の相違を基本的事項として確認して

おく必要があります。 

 

 

 

 

○住宅セーフティネットの最も基本に位置づけられる「住宅に困窮する低額所得者向けの賃貸住宅」としての

公営住宅は、地域の実情に応じ、本来の入居者の入居の安定に支障を及ぼさない範囲で、単身世帯の入居を認

めたり、目的外使用等により住宅確保要配慮者の住まいとしての活用や福祉的活用等、柔軟に活用すること

が可能です。 

 
  ①収入基準について 

本来は収入基準として月収 15.8 万円（収入分位

25％）以下の階層に限られていますが、障害者

等、とくに居住の安定を図る必要がある者につい

ては上記の金額を超えることができます。また、

自治体の条例等による基準制定等の対応の可能

性があります。 

②家賃滞納について 

一定期間家賃を滞納した場合は、空け渡し請求の

対象となりますが、とくに困窮度の高い世帯につ

いては、関係部局等との連携を図りつつ生活保護

をはじめとする居住安定のための支援策の情報

提供等によって特段の配慮が可能となります。 

４.「住宅」と「施設」の違い ( 住宅部局と福祉部局の異なる認識② ) 

福祉では「住宅は誰もが与えられているもの」という考え方が基本です。このため、福祉政策

では「住宅」とは別に、分野別の対象者ごとにさまざまな「施設」整備が進められてきました。 

５.住宅セーフティネットとしての公営住宅の活用 

「地域に即した重層的かつ柔軟な住宅セーフティーネットの構築」では、公営住宅の活用も考

えることができます。 

③入居世帯要件について 

家族世帯用住宅への単身世帯の入居を制限している場合が多いのですが、

条例等の改定によりその条件を除外することが可能です。 

④目的外使用について 

公営住宅では、補助金適正化法第２２条に基づく大臣承認を得た上で、事

業主体が地方自治法第２３８条の４第７項（行政財産の使用許可）に基づ

く承認を行うことにより、目的外使用（使用許可）させることができます。

（平成 8（1996）年における公営住宅法改正） 

なお、法令で明示している目的外使用の対象は以下のとおりです。 

公営住宅法：グループホーム事業（虐待を受けた児童等、認知症高齢者、

精神障害者、知的障害者、身体障害者）、 

ホームレス自立支援事業、みなし特定公共賃貸住宅 

高齢者すまい法：登録住宅、高齢者向け優良賃貸住宅 
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○居住支援の基本となる「居住の権利」は日本国憲法第 25条に基本的人権として保障されています。 

第二十五条：すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 

 以下に住宅政策と福祉政策とその変遷、さらには高齢者福祉の基本的な法制度である「介護保険制度」につい

て簡単に整理します。（巻末の「住宅部局と福祉部局の法制度変遷の関係性」もあわせて参照ください。） 

【住宅政策とその変遷】 

○わが国の住宅政策は「住生活基本法」の制定（平成 18（2006）年）によって、戦後の住宅不足から脱却し

「住宅の「量」の確保から住生活の「質」の向上を図る施策への転換」が示されました。その後「住生活基本

法」を基本的な考え方として「住宅 SN 法」や「高齢者住まい法」等の制定へとつながっています。 

○戦後の住宅政策は、「公庫融資」、「公営住宅」、「公団住宅」の三本柱の確立後も厳しい住宅事情が継続す

る中で、「住宅建設計画法」において、国や地方公共団体に対し、住宅の需要・供給に関する長期見直しや住

宅事情の実態に応じた住宅政策を求めてきました。 

○その後「住生活基本法」の制定によって、「良質な住宅ストックの形成及び将来世代への継承」、「良好な居

住環境の形成」、「国民の多様な居住ニーズが実現される住宅市場の環境整備」、「住宅の確保に特に配慮を

要する者の居住の安定の確保」を４つの基本理念に、良質な住宅と環境を創出し消費者のニーズに合った住

宅供給を目標として、住宅の「質」が問われることとなりました。 

○一方で生活保護受給者を含む低所得者層への住まいとしての公営住宅は、昭和 26（1951）年に制定された

「公営住宅法」の下で住宅供給が促進されました。その後、住宅に困窮する低額所得者の入居機会を確保する

ため、昭和 34（1959）年における収入超過者に対する明け渡し努力義務、平成 8（1996）年における 1

種と 2 種の区分廃止等の法改正が行われました。地方の財政状況の変化から直接的な公営住宅供給は抑制さ

れつつありますが、近年における高齢者人口の増加、公営住宅の老朽化等をふまえ、今後の公営住宅のあり方

が課題となっています。 

【福祉政策とその変遷】 

○わが国の福祉政策の基本となる社会保障制度は、「社会保険（年金・医療・介護）」、「公的扶助」、「社会

福祉」、「保健医療・公衆衛生」の 4分野からなり、私たちの生活を支えています。 

○この社会保障制度は、戦後の復興から、経済社会や人口構造のめまぐるしい変化に直面しながら国民各層の

さまざまなニーズに応えその充実が図られてきました。 

○昭和 20年代は、「戦後の混乱や栄養改善、伝染病の予防と生活援護」を背景に、「戦後の緊急援護と基盤整

備」、いわゆる「救貧」が進められました。その後昭和 30・４0 年代は「高度経済成長、生活水準の向上」

を背景に、「国民皆保険・皆年金と社会保障制度の発展」、貧困を防ぐ施策が進められました。 

○昭和 50・60年代は「高度経済成長の終焉と行財政改革」を背景に、「安定成長への移行と社会保障制度の

見直し」へ、そして平成以降は「少子化問題、バブル経済崩壊と長期低迷」を背景に少子高齢社会に対応した

社会保障制度の構造改革」が進められました。 
  

６.居住支援に係る政策とその変遷 

居住支援は、住宅政策や福祉政策に横断的に関係します。それぞれの政策やその変遷、根拠と

なる法制度等について捉えておくことが必要です。 
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〜住宅部局、福祉部局、その他関係者で居住支援に係る基本的事項を確認する〜  

○社会保障制度の構造改革では、平成 12

（2000）年、これまでの社会的弱者に対す

る「税方式による措置制度」を改め、「社会

保険方式による契約制度」へと切り替え、高

齢者福祉分野を対象とした介護保険制度が

制定されました。 

○平成 29（2017）年には、社会福祉法改正が

行われ、高齢者だけでなく障害者や生活困窮

者等を含めた包括的なシステムとして、高齢

者福祉の対応策として考えられた「地域包括

ケアシステム」を、障害者や生活困窮者等に

対象を広げ、システムの深化・推進が進めら

れています。 

【介護保険制度の概要】 

○平成 12（2000）年に制定された介護保険制度は、国民が保険料を負担し必要な人に給付するしくみです。 

○介護保険制度の被保険者は①65 歳以上の者

（第１号被保険者）、②40〜64歳の医療保

険加入者（第２号被保険者）となっています。 

○介護保険サービスは、65 歳以上の者は原因

を問わず要支援・要介護状態になったときに、

40〜64 歳の者は末期がんや関節リウマチ

等の老化による病気が原因で要支援・要介護

状態になった場合に、受けることができます。 

○サービスを利用するためには介護認定を受け

る必要があります。その区分ごとに受けられ

るサービスが変わります。 

○介護サービスには、現在の住宅に住んだまま

サービスを受ける「居宅サービス」、特別養

護老人ホーム等の施設に入所してサービスを

受ける「施設サービス」、高齢者が身近な地

域で生活を続けられるよう市区町村の指定業

者による柔軟なサービスを受ける「地域密着

型サービス」の 3つがあります。 

○要介護認定を受けた方は、介護保険による

「介護給付」より、上記 3つのサービスを

利用できます。また要支援認定を受けた方

は、「予防給付」より、「施設サービス」を

除いたサービスを利用することができます。 
  

厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室 HP より 

社会保障制度の変遷 

費用の９割分（８割・７
割分）の支払い(※)

第１号被保険者
・65歳以上の者

第２号被保険者
・40歳から64歳までの者

保険料

原則年金からの天引き

全国プール

国民健康保険 ・
健康保険組合など

１割（２割・３割）負担(※)

サービス利用

加 入 者 （被保険者）

市 町 村 （保険者）

２３％ ２７％

税 金

保険料

市町村 都道府県 国
１２．５％ １２．５％（※） ２５％（※）

財政安定化基金

（平成30－32年度）

（３、４４０万人） （４，２００万人）

個別市町村

居住費・食費

要介護認定

請求

※施設等給付の場合は、

国２０％、都道府県１７．５％

５０％

５０％

人口比に基づき設定

（注）第１号被保険者の数は、「平成28年度介護保険事業状況報告年報」によるものであり、平成28年度末現在の数である。
第２号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保険者からの報告によるものであり、平成28年度内の月平均値で
ある。

（※）一定以上所得者については、費用の２割負担（平成２７年８月施行）又は３割負担（平成３０年８月施行）。

介護保険制度の仕組み

サービス事業者
○在宅サービス
・訪問介護
・通所介護 等

○地域密着型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

・認知症対応型共同生活介護 等

○施設サービス
・老人福祉施設
・老人保健施設 等

介護保険制度の仕組み 

利

用

者

市
町
村
の
窓
口
に
相
談

要支援１
要支援２

○施設サービス
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設

○居宅サービス
・訪問介護 ・訪問看護
・通所介護 ・短期入所 など
○地域密着型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護 など

○一般介護予防事業
（※全ての高齢者が利用可）

・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・地域リハビリテーション活動支援事業など

要介護１

要介護５

～

○介護予防サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防通所リハビリ
・介護予防居宅療養管理指導 など
○地域密着型介護予防サービス
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型通所介護 など

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・その他の生活支援サービス

予
防
給
付

介
護
給
付

介護サービスの利用の手続き

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

認
定
調
査

医
師
の
意
見
書

要
介
護
認
定

要
介
護
認
定
申
請

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
計
画

介
護
予
防

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

非該当

※明らかに要介護認定が必要
な場合

※予防給付や介護給付による
サービスを希望している場合 等

サービス
事業対象者

総
合
事
業

※明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断できる場合

(サービス
事業対象者)

※予防給付を利用

※事業のみ利用

1 7

厚生労働省 HP 介護保険制度の概要「介護保険とは」より 

介護サービスの利用の手続き 
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地方公共団体の人口と高齢者数の経年変化をみると、大きくは以下の４タイプに分けられます。 

Ⅱ.居住支援を巡る住宅・福祉の取り組みの「理解」（住宅編）  

 

 

 

 

〇わが国の高齢化率は平成 29（2017）年 10月時点で、全国平均 27.7％（内閣府調査）です。今後、ほと

んどの地方公共団体では高齢化率は高まるとともに高齢者数は増えることが予測されます。 

〇団塊世代がすべて後期高齢者となる 2025年と、人口減少とともに高齢者数がピークを迎える 2040年に

おいて、それぞれの地方公共団体の人口推移と高齢者数等の状況が居住支援のポイントになると考えます。 

〇75 歳を超えた後期高齢者は、医療・介護等の生活支援が必要になる傾向にあります。また、世帯の単身化

が進むことも予測され、今までの「住まい」による暮らしが続けられなくなる可能性が高まるからです。 

〇このため、住宅部局が中心となって、下記の分類を参考に、地域の実情をふまえた将来的な「住まい」への

ニーズ把握が必要となると考えます。注）下記のタイプ分けの 5歳階級別人口は 2020 年の現在と 2040年で比較している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人口 ：増加〜微減 

高齢者数 ：微増 

首都圏近郊の大都市〜一般市にみられる

タイプ。まだ人口が増加しており、減少し

ていてもわずか。人口規模が大きく、高齢

化率がそれほど高くなくとも高齢者数が

多い。2040 年の高齢社会に備える必要が

ある。 

① 

人口 ：減少 

高齢者数 ：増加 

首都圏以外の地方都市（中核市および施行

時特例市）にみられるタイプ。人口減少に

あわせて高齢者が増加しており、既に顕在

化している高齢者問題が 2040 年まで継

続すると予測される。 

② 

人口 ：激減 

高齢者数 ：微増〜維持 

首都圏以外の一般市にみられるタイプ。急

激な人口減により高齢化率が上昇。高齢者

の絶対数は変わらないがより高齢の人の

割合が大きくなり、支える人が減少する。

早急な対応と持続できる支援体制の構築

を急ぐ必要がある。 

③ 

人口 ：激減 

高齢者数 ：減少 

一般町村にみられるタイプ。高齢化のピー

クを迎えているあるいは過ぎている場合

もある。規模の小さな地方公共団体が多く

現況に即した効率的な対応が求められる。

高齢社会への対応だけではなく、将来の自

治体存続に向けた取組が必要である。 

④ 

１.居住支援に係る将来的なニーズの把握 

今後、高齢者が増加するにつれて住宅確保要配慮者の増加が予測されます。このため住宅部局

が中心となって将来的な「住まい」へのニーズを把握する必要があります。 
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将来的な「ひと」と「すまい」の総量を把握する 

〜住宅と福祉の現施策における居住支援を巡る取り組みを再認識する〜  

 

 

 

 

〇居住支援を進めるにあたって、住宅部局として、公営住宅、空き家等の状況、さらには福祉部局が管理する福

祉施設等の状況を把握し、住宅確保要配慮者に対して提供できる「住まい」のデータ等を、地域ごとに調査し

まとめておくことが必要です。 

〇その上で、今後、居住支援が必要とされる「ひと」の数と、公営住宅、空き家等の住宅と福祉施設等を含め

た「住まい」の総量について比較し、地域ごとに活用すべき資源の検討等、将来に向けた住宅政策の検討が

必要です。 

○その検討では、「生活支援」の視点をふまえ、福祉部局が進める「包括的な支援体制と一体化」させることが

必要になると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

下図は、Ｆ市において地域包括ケアシステムを構築しようとする市民セン

ター・公民館を中心とした行政区域に配置されているさまざまなすまい等

の配置である。住宅部局管轄の公営住宅等と福祉部局管轄のすまい等が、市

域全体に計画的に配置されている様子がうかがえる。 

右図は、このＦ市とＮ県において、要介護３〜５認定者数の推計値と現在の

すまいの量を比較したものである。 

２.居住支援への取り組みをふまえた住宅施策の検討 

地域に存在する公営住宅や空き家、福祉施設等の資源を居住支援に活用し、福祉部局が進める

「包括的な支援体制と一体化した住宅政策の検討」が必要です。 
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地域包括ケアシステム（厚生労働省 HP 平成 28年 3月地域包括ケア研究会報告書より） 

Ⅱ.居住支援を巡る住宅・福祉の取り組みの「理解」（福祉編） 

【費用負担による区分】

「公助」は税による公の負担、「共助」は介護保険などリスクを共有する仲間（被保険者）の負担であり、「自助」に
は「自分のことを自分でする」ことに加え、市場サービスの購入も含まれる。

これに対し、「互助」は相互に支え合っているという意味で「共助」と共通点があるが、費用負担が制度的に裏付
けられていない自発的なもの。

【時代や地域による違い】

2025年までは、高齢者のひとり暮らしや高齢者のみ世帯がより一層増加。「自助」「互助」の概念や求められる範
囲、役割が新しい形に。

都市部では、強い「互助」を期待することが難しい一方、民間サービス市場が大きく「自助」によるサービス購入が
可能。都市部以外の地域は、民間市場が限定的だが「互助」の役割が大。

少子高齢化や財政状況から、「共助」「公助」の大幅な拡充を期待することは難しく、「自助」「互助」の果たす役割
が大きくなることを意識した取組が必要。

「介護」、「医療」、「予防」という専門的なサービスと、その前提としての「住まい」と「生活支援・福祉サービス」が相互に関係し、
連携しながら在宅の生活を支えている。

【すまいとすまい方】

生活の基盤として必要な住まいが整備され、本人の希望と経済力にかなった住まい方が確保されていることが地域包括ケア
システムの前提。高齢者のプライバシーと尊厳が十分に守られた住環境が必要。

【生活支援・福祉サービス】

心身の能力の低下、経済的理由、家族関係の変化などでも尊厳ある生活が継続できるよう生活支援を行う。

生活支援には、食事の準備など、サービス化できる支援から、近隣住民の声かけや見守りなどのインフォーマルな支援まで幅
広く、担い手も多様。生活困窮者などには、福祉サービスとしての提供も。

【介護・医療・予防】

個々人の抱える課題にあわせて「介護･リハビリテーション」「医療・看護」「保健・予防」が専門職によって提供される（有機的に
連携し、一体的に提供）。ケアマネジメントに基づき、必要に応じて生活支援と一体的に提供。

【本人・家族の選択と心構え】

単身・高齢者のみ世帯が主流になる中で、在宅生活を選択することの意味を、本人家族が理解し、そのための心構えを持つ
ことが重要。

地域包括ケアシステムの５つの構成要素と「自助・互助・共助・公助」

地域包括ケアシステムにおける「５つの構成要素」

「自助・互助・共助・公助」からみた地域包括ケアシステム

互助

公助共助

自助

自分のことを自分です
る

自らの健康管理（セル
フケア）
市場サービス
の購入

介護保険に代表される
社会保険制度及びサー
ビス

ボランティア活動
住民組織の活動

当事者団体による取組

高齢者によるボランティア・生
きがい就労

ボランティア・住民組織の活動
への公的支援

○高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することができるような包括的な支援・サービス提供体制の
構築を目指す「地域包括ケアシステム」。

一般財源による高齢者
福祉事業等
生活保護
人権擁護・虐待対策

平成２５年３月

地域包括ケア研究会報告書より

 

 

 

 

 

〇平成 12（2000）年に施行された介護保険法によれば、「高齢者等が住み慣れた居宅や地域で生活を営む」

ことが国と地方公共団体における責務とされました。 

〇その後の介護保険法改正において、「地域包括ケアシステム」の理念が提唱され、地域における「医療・介

護・予防・生活支援」とともに「生活の基盤として必要なすまいと、そこでの高齢者本人の希望にかなった

すまい方の確保」が構成要素として位置づけられました。 

〇「地域包括ケアシステム」の構築にあたっては、地方公共団体において「地域の自主性や主体性に基づき、

地域の特性に応じて作り上げていく」ことが求められます。現在は、団塊の世代が 75歳を超える 2025年

に向けた構築が急がれています。 

〇「地域包括ケアシステム」では、地域の高齢者を対象として、概ね 30分以内に必要なサービスが提供され

る日常生活圏域（具体的には中学校区）を単位とした包括的な支援体制づくりが求められています。 

〇福祉部局では、「地域包括ケアシステム」構築の中で、居住支援において不可欠な「生活支援」の体制づくり

を行うとともに、居住支援を担う住宅部局と福祉部局との情報共有等が重要となります。 

 

   

３.地域包括ケアシステムに基づいた「生活支援」体制 

福祉部局では介護保険法に位置づけられる「地域包括ケアシステム」の理念に基づいた「生活

支援」の体制構築とともに住宅部局との情報共有が期待されます。 
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「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の整備について 社会・援護局関係主管課長会議資料（令和 2年 3月 4日公表）より 

〜住宅と福祉の現施策における居住支援を巡る取り組みを再認識する〜 

○ 「地域共生社会推進検討会」（※）最終とりまとめの公表（令和元年12月26日）
※ 正式名称：地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会

→ いわゆる8050世帯や介護と育児のダブルケアなど、個人や世帯が抱える複合化・複雑化した課題に対して、
市町村が包括的な支援を進めるため、①本人・世帯の属性にかかわらず受け止める「断らない相談支援」、②
社会とのつながりを回復する「参加支援」、③地域における多世代の交流を確保する「地域づくりに向けた支
援」の３つの支援を一体的に進める新たな事業を創設すべき。

第１ 「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の整備について（「重層的支援体制整備事業」の創設）

（１）現状・課題

○ 上記検討会の最終とりまとめを踏まえ、必要な制度改正を検討
→ 社会福祉法等の改正法案の本年の通常国会への提出（令和３年度施行）に向けて検討中。

○ 地域共生社会の実現に向けたモデル事業の拡充
→ 新事業への円滑な移行のため、令和２年度は新事業により近い形でモデル事業を実施予定。

今年度まで実施してきた地域力強化推進事業や多機関の協働による包括的支援体制構築事業の内容に、新たに
狭間のニーズにも対応できるように既存の地域資源の活用方法を拡充する取組を中心に、既存の人的・物的資源の中
で就労支援、居住支援などを提供することで社会とのつながりを回復する「参加支援」、地域社会からの孤立を防
ぐとともに、地域における多世代の交流や多様な活躍の機会と役割を生み出す「地域づくりに向けた支援」等
の内容を追加する。

○ モデル事業への積極的な取組
・ 令和２年度予算案では、モデル事業の実施箇所数を令和元年度の200自治体から250自治体に増やすこととし
ており、未実施の自治体においては、積極的に事業に取り組んでいただくことをお願いする。

・ 既にモデル事業に取り組んでいる自治体においては、「参加支援」と「地域づくりに向けた支援」等の内容
も合わせて実施いただくようお願いする。

（３）依頼・連絡事項

（２）令和２年度の取組

じえん多機関協働の中核の機能

若年者
支援

教育

保健・ 医療

就労支援

狭間のニーズにも対応する参加支援を強化

相談支援関係者へ
連携・つなぎ

②参加支援（ つながりや参加の支援）

消費者相談

③地域づく りに向けた支援①相談支援（ 市町村による断らない相談支援体制）

地域づくりをコーディネ
ートする機能

場や居場所の機能

日常の暮らしの中での支え合い

コミ ュニティ
（ サークル活動等）

居場所をはじめとする多様な
場づく り

多分野協働の
プラットフォーム

農業

観光

まちづく り

環境

居住支援

地域住民

アウトリーチによる
支援など継続的な
伴走支援の機能

居場所

地方創生

新

新

事業全体

調整

調整

新

多文化
共生

相談支援機関B

相談支援機関C

相談支援機関A

○ 地域住民が抱える課題が複雑化・複合化（※）する中で、以下のような課題がある。
・ 従来の属性別の支援体制では、対応が困難。
・ 属性を超えた相談窓口の設置等の包括的な支援体制の構築を行う動きがあるが、各制度毎の国庫補助金の制度間流用にならないように

するための経費按分に係る事務負担が大きい。

○ このため、市町村が包括的な支援体制を円滑に構築できるような仕組みを創設することが必要。

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援

○ 市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を
構築するため、①相談支援、②参加支援、③地域づくりに向けた支援を実施する事業を創設する。
－ 事業実施の際には、①～③の支援は全て必須 － 新たな事業は実施を希望する市町村の手あげに基づく任意事業

○ 新たな事業を実施する市町村に対して、関連事業に係る補助等について一体的な執行を行うことができるよう、交付金を交付する。

社会福祉法に基づく新たな事業の創設

（※）一つの世帯において複数の課題が存在している状態（8050世帯や、介護と育児
のダブルケアなど）、世帯全体が地域から孤立している状態（ごみ屋敷など）

1

 

 

 

 

 

〇平成 29（2017）年 2月 7日、厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部は、「「地域共生社会」

の実現に向けて（当面の改革行程）」を示しました。ここでは、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受

け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世

代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく

社会」を基本コンセプトに掲げ、具体化に向けた改革を進めています。 

〇ここに示される「「地域共生社会」の実現に向けた改革の骨格」では、地域を基盤とする包括的支援の強化と

して、「地域包括ケアシステムの理念を普遍化し、高齢者のみならず、生活上の困難を抱える障害者や子ども

などが地域において自立した生活を送ることができるよう、地域住民による支え合いと公的支援が連動し、地

域を『丸ごと』支える包括的な支援体制を構築し、切れ目のない支援を実現する」ことが謳われています。 

〇令和 2（2020）年 3月 4日の厚生労働省社会・援護局の公表資料では、「地域住民の複雑化・複合化した支

援ニーズに対する市町村の包括的な支援体制の構築の支援」が示されました。ここには社会福祉法に基づく市

町村の新たな事業の図中に、「居住支援」が示されています。地域共生社会の実現に向けた居住支援の取り組

みは、福祉部局と住宅部局が連携して関係者の参加を促進することが重要になると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

４.「地域共生社会の実現」に向けた居住支援への取り組み 

福祉が目標とする「地域共生社会の実現」に向け、福祉部局の各部署とともに住宅部局が連携

して居住支援に取り組むことが重要です。 
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Ⅲ.居住支援の現場における住宅・福祉部局等の「協働」  

 

 

 

 

〇居住支援に係る問題は、一般的には以下のようなパタンで顕在化します。 

①住宅確保要配慮者による地域包括支援センター等の各窓口への相談 

②賃貸人や関係不動産、近隣からの相談・通報 

③民生委員等、地域を支援する方からの相談・通報 

④福祉部局職員や福祉関係者による家庭訪問等による確認   等 

〇住宅確保要配慮者の多くは、住宅に困っているだけではなく、生活困窮、あるいは社会的孤立等、福祉が

中心となって対応する「生活支援」の問題を抱えています。居住支援に係る問題が現場等にて発生した際

にも、福祉部局や福祉関係者だけではなく、住宅部局も情報共有できる体制づくりが求められます。 

 

 

 

 

〇居住支援に係る問題点は、一般的には以下の通りに整理できます。 

①賃貸人と賃借人双方の事情によって賃貸住宅等に円滑に入居できない問題 

・家主等における精神障害者や外国人等への偏見等により、民間賃貸住宅への入居が拒否される 

・単身高齢者等、社会的に孤立するため求められる連帯保証人や緊急連絡先を確保できない 

・家賃滞納等によって公営住宅等への入居ができない 

②賃借人（住宅確保要配慮者）のニーズにあった住まいが存在しない問題 

・「低廉な家賃の賃貸住宅」、「見守りなどの生活支援付き住宅」など、住宅確保要配慮者のニーズにあ

った住まいや住環境が見つからない 

〇現場で居住支援の問題が発生した場合、どこに問題が存在するのかを見極めて、住宅部局や福祉部局だけで

はなく、居住支援関係者とも情報共有して連携した対応が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

１.居住支援に係る問題発生の認知 

居住支援に係る問題は、福祉の現場において多く発生しています。福祉部局や福祉関係者だけ

ではなく、住宅部局も情報共有できる体制づくりが必要です。 

２.居住支援に係る問題の把握 

居住支援に係る問題は、賃借人と賃貸人が繋がりにくいことによって起こります。居住支援の

対応においては基本的な問題点を十分に把握しておくことが必要です。 

〜 住宅部局と福祉部局が「協働」したプロジェクトの立ち上げ 〜 《 奈良県十津川村 》 

奈良県十津川村は、紀伊半島の中央部に位置する人口約 3

千人余の村です。村の面積は東京 23 区とほぼ同じ規模（約

670 平方キロ）あり、そこにある 55 の集落で生活が営ま

れています。人口は昭和 42年より減少を続け、高齢化率も

40％を超える、過疎化・高齢化の課題を抱える地方公共団

体のひとつです。 

平成 23（2011）年、この村は紀伊半島大水害により壊

滅的な被害を受けました。しかしこの災害を機として、木造

仮設住宅や復興公営住宅の復興整備を進めるとともに、過疎

化・高齢化が進む集落村民への居住支援として、村の福祉部

局（福祉事務所）と住宅部局（建設課等）が「協働」して、

高齢者が最期まで村内で安心して暮らせる住まいづくりプ

ロジェクトを進めました。 

このプロジェクトは、福祉事務所がケアマネ等と集落で孤

立する高齢者等を再調査した上で、村が村民同士の助け合い

や支え合いによる、自宅とは別の二つ目の住まいを設けたも

のです。ここでは、奈良県の支援の下、村外からの専門家等

と一年以上の意見交換を経て実現へ繋げました。 

村ではこれをモデルとして、現在も集落（地域）づくりに

おいて空き家等を活用した取り組みを進めています。 
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〜居住支援の現場において住宅部局と福祉部局等が協働して体制構築を進める〜  

 

 

 

 

○昨今の居住支援の現場では個別事例が複雑化多様化しています。このため福祉部局における部署ごとの対応

では限界を迎えつつあるところもあり、福祉部局内の他部署や居住支援関係者、さらには住宅部局とも連携

した対応が求められています。 

〇このような個別事例への対応を積み重ねながら、居住支援の体制構築づくりを進めることも、一つのプロセ

スとして有効な手法であると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

３.喫緊に対応すべき個別事例からの体制づくり 

喫緊に対応すべき個別事例が発生した場合、個別事例への対応を積み重ねながら、居住支援の

体制づくりを進めることも、一つのプロセスとして有効であると考えます。 

【複合的な課題を抱えた世帯への居住支援（イメージ）】 

■家族構成 

後期高齢者の母親（本人）と知的障害を持った息子が同居

する世帯である。父親はすでに他界し、娘は別世帯を持っ

て本人等の生活支援を行っていた。 

■経緯 

①本人が生活保護受給者であるため、福祉部局の生活保護

担当が定期的に家庭訪問。 

②「ゴミ出し問題で近隣から苦情が入っている」と民生委

員から連絡あり。生活保護担当の家庭訪問により解決。 

③その後、本人より地域包括支援センターに近隣とのトラ

ブルの通報あり。本人確認により誤通報が判明するとと

もに、本人の認知症が発覚。 

④さらに生活保護担当の家庭訪問では、自宅の老朽化によ

る家屋の修繕あるいは退去の必要性が発生。 

⑤不安定な生活状況により、同居する知的障害者の息子の

体調が悪化し、別世帯の娘の協力支援も限界となる。 

■個別事例からの居住支援体制の構築 

・①〜②では、福祉部局の生活保護担当のみで本人に対応

し、かつ、娘からの本人の住まい相談にも対応。 

・③〜④において、本人の認知症が発覚した時から、庁内

の福祉部局及び居住支援関係者と協力した生活支援を模

索。（図 Aに相当） 

・④では自宅の老朽化等、修繕に関するアドバイスを受け

るため生活保護担当から住宅部局へ相談。 

・福祉部局や住宅部局及び関係者が集まった情報交換等の

会議開催。（図 Bに相当） 

・今後は本人だけではなく、知的障害者の息子についての

入居・生活支援についても、福祉部局や住宅部局及び関

係者で連携して進め、関係団体へと輪を広げる予定。 

（図 C に相当） 
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Ⅳ.居住支援の課題共有による住宅・福祉部局等の「連携」  

 

 

 

 

〇居住支援への取り組みは、まずは住宅部局と福祉部局

等が、居住支援に係る地域の現況把握、これまでの取

り組みや課題等を持ち寄り、情報共有や意見交換を行

う勉強会等から始めることが有効であると考えます。 

○居住支援に係る課題を部局間で共有した上で、喫緊の

課題だけではなく、将来を見据えた課題についても議

論され、その課題解決に取り組むことが期待されます。 

〇なお勉強会等には、今後、居住支援への協力が想定さ

れる関係者も、議論するテーマにあわせて参加要請し、

少しずつ居住支援関係者の輪を広げることが必要であ

ると考えます。 

 

 

 

 

○勉強会等においては主導する部局を取り決め、居住支援体制構築等を見据えて以下の具体的な取り組み項目

についての議論を進めてみることもひとつの方法と考えます。 

①住宅確保要配慮者に対する「相談窓口」について 

②住宅確保要配慮者が入居を拒否されない「住宅確保」と家主・不動産店への「情報提供」について 

③住宅確保要配慮者における「入居支援」と「生活支援」の対応について 

○また上記をふまえて、④居住支援関係者への理解を進めるための方策や、⑤「居住支援協議会」の設立等に向

けた体制づくり、へ議論が発展させることが望まれます。 
  

１.居住支援の取り組みへのきっかけづくり 

居住支援の取り組みへのきっかけとして、住宅部局や福祉部局等における情報共有や意見交換

から始めることが有効であると考えます。 

２.居住支援体制構築を見据えた勉強会等のテーマ 

勉強会等を開催する場合、将来的な居住支援体制構築へ繋げていくことを視野に進行すること

が望まれます。 

〜 居住支援体制構築への流れ 〜 《 埼玉県さいたま市 》 

さいたま市は、人口約 130万人の政令指定都市です。現

在も人口は増えており、高齢化率も 22.9％と全国平均を下

回っています。しかし、2040 年以降には単身高齢者の急増

か予測されることもあり、市では令和元（2019）年 8 月に

「居住支援協議会」を設立して、本格的に居住支援に取り組

んでいるところです。 

居住支援体制の構築については、住宅部局が強く必要性を

感じ、自らの部局で協議会設立まで先導しました。協議会設

立までの手順は以下の通りです。 

①協議会設立の一年以上前から、居住支援に係る情報

共有を目的に、福祉部局等との調整・連携 

②市の福祉事業を担う「社会福祉協議会」、「居住支

援法人」を交えた連携会議を開催し、最後に「不動産

団体」が加わり協議会が設立 

③また上記と同時進行で、市内の「住宅事情」や「住

宅確保要配慮者の状況」等を調べ「居住支援に係るニ

ーズの整理」による現況把握等を実施 

協議会の設立までには 1 年 7か月を要しましたが、その

入り口は庁内関係 7 課との協議でした。必ずしも賛同者ば

かりではない庁内を、住宅部局が説得し福祉部局等と連携

できたことが、居住支援体制構築に向け大きな影響を与え

たと考えられる例です。 
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〜居住支援に係る課題等について勉強会等で情報共有して体制構築を進める〜  

 

 

 

 

○居住支援における重要課題のひとつに「家主等に入居を拒否されない住宅（セーフティネット住宅等）の確

保」があげられます。 

○住宅セーフティネット制度では、公営住宅や地域優良賃貸住宅も含まれますが、民間賃貸住宅に比べて比率

は小さくなっています。このため、平成 29（2017）年の住宅ＳN 法の改正として、民間賃貸住宅におけ

る「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度」が創設されました。 

〇地域によって差はありますが、今後は居住支援において民間賃貸住宅の活用が求められていきます。このた

め、勉強会等においても、地域の状況をふまえた上での民間賃貸住宅の活用についての議論がなされること

が期待されます。 

○すでに居住支援協議会を設立している地方公共団体においても、民間賃貸住宅の活用にあたっての議論が継

続されています。その要点は、「家主等の不安を払拭し「入居支援」に繋げるための「生活支援」と一体と

なったしくみづくり」にあることを理解しておくことが重要であると考えます。 

 

 

 

 

〇積極的に居住支援体制の構築を進める地方公共団体

では、住宅部局における計画（都市計画マスタープラ

ンや住宅マスタープラン等）に「居住支援」が位置づ

けられるだけではなく、庁内の関係部局の協力が仰

げる計画体系の中で位置づけられる例が見られます。 

○例えば川崎市では、市の総合計画の直下に福祉部局

が所管する「地域包括推進ビジョン」を置いて（右図

参照）、取組の基本的な視点の一つとして「居住支援

（安心して暮らせる「住まいと住まい方」の実現）」

を位置づけています。 

○福祉で掲げる「地域共生社会の実現」や「地域包括 

ケアシステム」等の理念の下に「居住支援」が位置づけられ関係部局が横繋ぎされる体制構築が望まれます。 

 

 

 

 
  

３.民間賃貸住宅活用の鍵となる家主等の不安払拭 

居住支援における最大の課題のひとつは、入居にあたり家主等の不安を払拭することです。勉

強会等においても、そのことを理解することが重要となります。 

４.関係部局を横繋ぎした体制構築 

居住支援体制構築のためには、庁内の関係部局の協力が仰げるよう計画体系の中に「居住支

援」が位置づけられることが望まれます。 

〜 福祉が掲げる理念からの居住支援体制を考える 〜 《 神奈川県藤沢市 》 

神奈川県藤沢市は、人口約 43 万人の一般市です。

市の人口は現在のところはまだ微増している一方、

2040 年以降は高齢者数も増え高齢化率も高まるこ

とが予測されます。 

このため市では福祉部局が中心となり、現在国が掲

げる「地域共生社会の実現」を先取りするよう「藤沢

型地域包括ケアシステム」を構築し以下の 6 つの重

点テーマを掲げて全庁的な取り組みを始めています。 

①地域の相談支援体制づくり ④在宅生活の支援 

②地域活動の支援・担い手の育成等 ⑤社会的孤立の防止 

③健康づくり・生きがいづくり ⑥環境整備等 

住宅部局では、福祉部局と連携して、「居住支援」に係るセー

フティネット住宅の確保等の環境整備への取り組みを進めるとと

もに、令和 2（2020）年 4月を目標とした居住支援協議会設立

をめざしています。 
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Ⅴ.居住支援体制構築に向けたさまざまな「取組」  

 

 

 

 

○居住支援協議会は、住宅 SN 法第 51条において、「住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情

報の提供その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議」

するための組織として規定されています。 

○東京首都圏の地方公共団体においては、高齢化率は低くても高齢者の絶対数は大きく、すでに居住支援問題

が発生しています。このため、居住支援問題に係わるさまざまな団体にも参加いただき「居住支援協議会」

を立ち上げてから、具体的な体制を検討していく方法も考えられます。 

 

 

 

 

○「Ⅳ-２．居住支援体制構築を意識した勉強会等のテーマ」において示した通り、居住支援の取り組みにはい

くつかの課題があります。地域の実情等に応じ、これらの課題を解決する体制構築が求められると考えます。 

○ここでは、すでに居住支援協議会を立ち上げて居住支援に取り組んでいる地方公共団体の取り組みが参考に

なります。 

①住宅確保要配慮者の「相談窓口」 

・住宅確保要配慮者は福祉の各分野に分かれています。このため居住支援に係る相談窓口も多様です。また、

人口規模が大きな地方公共団体では本庁と各地域によって窓口が分かれています。 

・居住支援では、これらの相談窓口で得られる情報を一元的に管理し提供できる体制づくりが必要です。 

・相談窓口を住宅部局が担う場合、福祉部局等とのネットワークや連携体制が構築されていないと混乱が生

じる可能性があります。 

②住宅確保要配慮者が入居を拒否されない「住宅確保」と家主・不動産店への「情報提供」 

・居住支援においては、住宅確保要配慮者が入居を拒まれない住宅確保のため、「セーフティネット住宅の登

録制度の活用」とともに、入居を拒否されない住宅情報の提供が求められます。 

・地域によっては、賃貸住宅市場の状況等により良質な賃貸住宅の確保が難しいところもあります。家主や協

力不動産店への啓発周知および情報提供等、地方公共団体等におけるネットワークが必要になると考えます。 

③住宅確保要配慮者における「入居支援」と「生活支援」 

・居住支援において、住宅確保要配慮者の「入居支援」と「生活支援」は、どちらが欠けても成立しません。 

・賃借人である住宅確保要配慮者と賃貸人の家主等に対し、誰がどのような支援をするかが基本となります。 

・「入居支援」では、「家賃保証」の問題、「生活支援」では、入居後における見守りや必要に応じた介護等への

福祉対応、トラブルが起こった際の「連帯保証人や緊急連絡先」の問題があげられます。 

・これらの問題を解決する体制構築は、居住支援団体や不動産関係団体等が、地方公共団体の住宅部局や福祉

部局と連携して、役割分担する必要があります。 

・具体的な体制は、地方公共団体や地域の実情によって異なることが予測されます。居住支援に積極的な地方

公共団体の例を参考にしながら、地域にふさわしい体制づくりが重要であると考えます。 
  

１.居住支援体制構築と居住支援協議会 

居住支援体制の構築にあたっては、居住支援関係者に参画いただき「居住支援協議会」を立ち

上げてから具体的に取り組む方法も考えられます。 

２.居住支援体制構築におけるさまざまな取り組み 

居住支援の取り組みは、地域の実情等に応じてさまざまな展開があります。体制構築を進める

にあたっては、地方公共団体における取り組み例が参考になると考えます。 
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〜居住支援関係者へと輪を広げた居住支援体制の構築をめざす〜  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

〜 居住支援体制の基本的なフレームを学ぶ 〜 《 神奈川県川崎市 》 

川崎市は、令和元（2019）年 9 月現在、人口約 153 万

人の政令指定都市です。人口は現在も増加しており、高齢

化率は全国平均を大きく下回っています。川崎市では平成

12（2000）年当時、外国人の入居差別や保証人問題を契

機に、高齢者や障害者等の住宅確保要配慮者の民間賃貸住

宅への入居拒否が顕在化しました。このため市の住宅部局

（住宅政策課）では、「住宅基本条例」を制定し、当時、先

進的な「居住支援制度」を創設し、居住支援体制の基本的

なフレームを作り、その運用を始めました。その後、平成

27（2015）年、総合計画の直下に位置づけられた「地域

包括ケアシステム推進ビジョン」の策定を機に、庁内準備

会を立ち上げて、平成 28（2016）年 6 月に居住支援協

議会を設立しました。 

現在居住支援協議会では、市の住宅部局と福祉の各分野

を取り持つ福祉部局の「地域包括ケア推進室」をはじめと

した多くの関係課等が連携し、居住支援に係るさまざまな

取り組みを展開しています。なお「相談窓口」等は市の住

宅供給公社が担当し、他の関係者との連携を図っています。 

以下に、川崎市の居住支援体制の特徴をまとめます。 

１. 早期の「居住支援制度」創設に伴う、住宅部局による

民間不動産団体等との関係づくり 

２. 居住支援制度における「入居保証（現：家賃債務保証）」

と「居住保証（現：居住継続支援）」の二つのシステ

ムの構築 

３. 関係各課の上位計画として位置づけられた「地域包括

ケアシステム推進ビジョン」の存在 

４. 地域包括ケアシステム構築に向けた、福祉部局におけ

る居住支援協議会への理解と活用意向 

５. 居住支援協議会における 3 つの部会活動（A.入居相

談情報発信に関する部会、B.居住継続に関する部会、

C.退去手続きに関する部会）と成果 

〜 空き家の課題と居住支援の課題をマッチングさせる 〜 《 東京都豊島区 》 

豊島区は、令和 2（2020）年 1 月現在、人口約 29 万

人の特別区です。人口は現在も増加しており、高齢化率は

全国平均を大きく下回っています。一方、区では高齢者の

単身世帯の大幅増と、「空き家」という大きな地域課題が

すでに顕在化していました。そうした課題解消のため、豊

島区では平成 24 年（2012）年 7 月に居住支援協議会を

設立しました。「空き家」を活用した「としま居住支援バン

ク」を立ち上げ、単身高齢者を中心とする住宅確保要配慮

者と居住支援団体の双方に情報提供してマッチングを行っ

ています。 

〜 住宅部局が相談窓口となって支援サービス情報を提供 〜 《 東京都板橋区 》 

５時まで、住宅部局職員が支援サービス情報の提供について兼務してい

ます。相談窓口では、相談者に応じて「住宅情報ネットワーク事業」や

「見守り等サポート制度の紹介」を行っています。庁内の福祉分野や地

域包括ケアとともに、不動産協力店や居住支援法人との連絡体制が十分

に確保されていることが、大きな特徴です。 

板橋区は、令和 2（2020）年 1 月現在、

人口約 57 万人の特別区です。人口は現在も

増加しており、高齢化率も全国平均より低い

ですが、2040 年以降には高齢者数が飛躍的

に増加することが予測されています。 

板橋区では、平成 25（2013）年 7 月に

居住支援協議会を設立しました。設立にあた

っては住宅部局（住宅政策課）が主体となっ

て庁内関連部署、不動産関連団体、居住支援

団体との協働によって「高齢者の居住の安

定・確保を図る」ことを目的として設立に向

けての活動を開始しました。設立以前より

「住宅情報ネットワーク」や「家賃債務保証

支援」等の事業を行っていたため、関係者と

の連携はスムーズに進みました。 

板橋区の居住支援協議会では、相談窓口と

して「板橋りんりん住まいるネット」を設置

し、区役所開庁日の午前 8 時 30 分から午後
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参 考  

［参考①：入居支援と生活支援を一体的に捉えた居住支援体制の例］ 

〇ここでは、国が平成 29（2017）年 10月に施行した「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に

関する法律の一部を改正する法律」において示した「新たな住宅セーフティネット制度」と、川崎市における

「居住支援制度」のしくみを参考として居住支援システムの一例を示します。 

○このシステムは「入居支援」のための家賃債務保証と、「生活支援」としての居住継続支援で構成されます。 

〇このシステムの目的は、賃借人である住宅確保要配慮者が安心して暮らせる住まいへ入居できること、およ

び、賃貸人である家主等が安定した賃貸事業の経営を行うことにあります。（右図中段橙色の関係） 

［入居支援システム（右図下段）の考え方］ 

○「入居支援」のための家賃債務保証では国の制度に

よる「住宅金融支援機構による家賃債務保証保険」

の制度を活用しています。 

○この制度は「住宅確保要配慮者の登録住宅への入居

を支援するため、住宅金融支援機構（右図 B）は適

正な家賃債務保証業者（右図A）に対し、家賃の債

務保証についての保険を引き受ける」ものです。 

○ただし、川崎市の居住支援制度の場合では家賃債務

保証業者（右図 A）は「市の取扱保証会社」、住宅

金融支援機構が担う部分（右図 B)は市が自ら行う

こととしています。また、家主等と家賃債務保証業

者の間に、公的な立場で居住支援するプレイヤー

（右図下段黄色部分）として住宅供給公社を位置づ

けています。 

○今後、居住支援体制構築にあたっては、家賃債務保

証業者等との関係づくりが「入居支援」に重要であ

ると考えられます。 

［生活支援システム（右図上段）の考え方］ 

○「生活支援」においては、入居後、家主等だけでは

対応が難しい賃借人に係る問題等（病気、事故、言

語の違い等）に対し、家主等からの要請があれば、

関係者で支援・対応を行います。 

○このため居住支援体制の構築にあたっては、地方公

共団体とともに、居住支援団体・協力不動産団体等

居住支援関係者との連携が必要となります。（川崎

市では、ここについて団体等との協定を締結してい

ます。）（右図上部の黄色の枠内） 

○住宅確保要配慮者が円滑に入居できるためには、家主等の不安を払拭することが重要です。このため、住宅確

保要配慮者に対しての「生活支援」の体制を確立させた上で、「入居支援」を進めることが求められます。「居

住支援」においては、「入居支援」と「生活支援」を一体的に捉えた体制構築が必要であると考えます。 
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〜居住支援関係者へと輪を広げた居住支援体制の構築をめざす〜  

［参考②：変化する居住支援のステージへ対応した居住支援体制の例］ 

〇居住支援システムは大きく「入居支援」と「生活支援」の二つに分かれますが、下図ではさらに。「相談時」、

「入居時」、「居住（継続）時」、そして「退去時」の 4つのステージに分けて、体制構築の変化や居住支援関

係者の役割等を整理しています。 

○「相談時」において重要なことは、「住宅確保要配慮者における基礎情報（心身状況や経済状況等）」を確認す

ることです。下図では居住支援協議会のメンバーがその役割を分担することを示しています。例えば川崎市

等では、「入居者情報共有シート」を作成して、事前に家主等が入居者の状況を把握する工夫を行っています。 

○また、「相談時」においては、相談者について必要な情報を収集しコーディネートする機能を充実させること

が求められると考えます。 

〇「入居時」及び「居住（継続）時」については、前頁に示した通りです。とくにこれらのステージでは、家主

の不安感を低減するため住宅確保要配慮者の特性に応じた支援をどのように「見える化」していくかがポイ

ントであると考えます。 

〇「退去時」においては、とくに身寄りがない高齢者が亡くなった際の「相続人捜し」、「賃貸借契約解除」、「残

置家財処分」等が大きな問題となっています。「退去時の負担を軽減する保険商品の研究」等についても、今

後、地方公共団体の居住支援体制の構築の場や居住支援協議会等で議論されることが期待されます。 
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